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境界とは

■地球の地表面には、川や海のほかに地表面を区分するものはない

→ 境界とはすべて、人が設定したものである

■元は他の生物と同様の「縄張り」が接した線

→ 文明の発展と共に、境界で囲まれた範囲の意味も変化

■不動産取引における境界とは？

→ ある権利と別の権利が接する線
→ 特定の法律によりその範囲が定められている線
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権利の範囲としての境界

■人が有する権利の及ぶ範囲を囲む線

→ 多くは複数の点と、それを結んだ直線により構成される
■所有権界

→ 自己使用や賃貸はもちろん、処分（売買）までを可能とする、
強大な権利が及ぶ範囲

→ その範囲は、所有権の移転に伴って承継される
■借地権界

→ 賃貸借契約により、賃借人が使用等を認められた範囲
→ 当事者の契約により、範囲は任意に決定できる
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法律により定義される境界

■土地所有者等の意思により変更することができない境界

→ 範囲や、その範囲内の行為の制限が定義される
■行政界

→ 行政が有する義務、権利が及ぶ範囲
■道路区域・河川区域

→ 範囲内での行為が制限される
■筆界

→  「一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた二以上の点
及びこれらを結ぶ直線をいう。」（不動産登記法第123 条第1 号）
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不動産取引における境界のトラブルの分類

■権利の範囲としての境界のトラブル

→ 当事者の境界の位置に対する認識の相違を原因とする
→ 当事者の認識が一致すれば解決する

■筆界が関与する境界のトラブル

→ 当事者の境界の位置に対する認識と、法律により定義された
境界の位置の相違を原因とする

→ 問題の解消には、登記に関する手続きが必要となる
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筆界の形成

■原始筆界

→ 明治期の地租改正の際に設定された筆界

■創設筆界

→ 土地所有者の意思により登記が申請されたことにより、
新たに設定された筆界
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筆界の効果

■対抗要件

→ 「不動産に関する物権の得喪及び変更は、その登記をしなけ
れば、第三者に対抗することができない。」（民法第177 条）

■所有権界と筆界

→ 当事者の合意により、所有権の範囲は自由に変更できるが、
登記しなければ第三者に対抗できない

■抵当権と筆界

→ 抵当権は契約により発生する権利であるが、筆界と
一致しない部分については、第三者に対抗できない

６
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不動産取引と筆界

■不動産取引の範囲

→ 所有権が移転したことを第三者に対抗できる範囲は、筆界で
囲まれた範囲に限定される

■筆界の重要性

→ 不動産取引の範囲が、当事者の意思に左右されない
→ 抵当権は一筆ごとに設定されるため、その範囲も筆界に囲まれた
範囲となる
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公図

■地図

→ 「登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする。」
（不動産登記法第14 条第1 項）

■地図に準ずる図面
→ 「第1 項の規定にかかわらず、登記所には、同項の規定により地図が備え付
けられるまでの間、これに代えて、地図に準ずる図面を備え付けることがで

きる。」（不動産登記法第14 条第4 項）
■公図とは

→ 法務局に備え付けてある地図の俗称
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公図の種類

■土地台帳附属地図

→ 明治6 年から14 年頃にかけて、地租改正事業により全国一斉に
作成された地図。現在の測量に較べて精度が低い。

■１４条地図

→ 「地図は、正確な測量及び調査の成果に基づき作成するものとする。」
（不動産登記規則第10 条第1 項）
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地積測量図

■筆界の位置を数値により示す図面

→ 地積更正や分筆などの、登記簿の土地面積が変更する登記を
申請するとき、提出が義務付けられている図面

→ 地積更正登記や分筆登記が行われていない土地には存在しない
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公図の問題

■形状の不正確さ

→ 作成当時の測量技術により、形状等に歪みがある
筆界が生成した際に加筆された筆界線の不正確さ

■地図混乱区域

→ 大規模な範囲で、土地の配置等が錯綜した状態にある地区
→図面は閉鎖され、閲覧することができない
■地籍図における筆界未定

→ 地籍調査により作成された地籍図において、複数の土地の筆界が
明らかとなっていない状態
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